
政府支援による「電気・ガス料金負担軽減支援事業」について 

～エネさんデンキ電気料金の値引きのご案内～ 

 

2025 年 12 月 29 日 

株式会社エネサンスホールディングス 

 

平素は格別のご高配を賜りまして厚く御礼申し上げます。 

このたび、弊社は、エネさんデンキの供給元である小売電気事業者のサミットエナジー株式会社が参加

する、経済産業省の「電気・ガス料金支援」実施決定に基づき、2026年 1月使用分(2月検針・3月ご

請求分)から 3 月使用分(4 月検針・5 月ご請求分)まで、電気料金の値引きを実施しますので、お知ら

せいたします。 

なお、お客さまご自身でのお手続きや弊社へのお申し込みは不要です。 

 

(１) 適用時期 

2026 年 1 月使用分(2 月検針・3 月ご請求分)から 

2026 年 3 月使用分(4 月検針・5 月ご請求分)までの電気料金 

 

(２) 値引き単価（税込） 

・2026 年 1 月使用分(2 月検針・3 月ご請求分の料金)：▲4.5 円/kWh 

・2026 年 2 月使用分(3 月検針・4 月ご請求分の料金)：▲4.5 円/kWh 

・2026 年 3 月使用分(4 月検針・5 月ご請求分の料金)：▲1.5 円/kWh 

 

(３) 値引き方法 

上記「２．値引き単価」を反映した燃料費調整単価により料金を算定いたします。 

＜ご請求イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

(４) 値引き額のご確認方法 

弊社 WEB サービスの料金明細よりご使用量（kWh）をご確認いただき、ご使用量に「２．値引き単

価」を乗算いただいた値が値引き額となります。 

※ご使用量が０kWh の月は値引きの適用はございません。 

政府による 
激変緩和対策 



＜料金明細イメージ＞ 

 

 

(5) 対象のお客さま 

エネさんデンキをご契約いただいているすべてのお客さまが対象となります。 

 

(6) その他 

本実施による各種約款・契約締結前書面・契約締結後書面等の変更はいたしませんが、本通知をも

ちまして、「１．適用時期」における「５．対象のお客さま」に対して「２．値引き単価」を用いて

「３．値引き方法」に定めた方式で値引きを実施するものといたします。 

 

【お問い合わせ窓口】 

◆政府による電気・ガス料金の支援制度に関するお問い合わせは、以下の専用ダイヤルへお願いいた 

します。 

経済産業省 資源エネルギー庁 需要家向け窓口 

特設サイト https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/ 

電  話   0120-013-305 

受付時間  平日 9:00～17:00（年末年始を除く） 

 

◆弊社電力プランに関しては弊社までお願いいたします。 
メール enessance-denki-se@enessance.co.jp  
    ※土日祝祭日・12 月 30 日～1 月 4 日は翌営業日以降のご返信となります。 
    ※ご返信までに数日（通常 3 営業日以内）お時間をいただく場合がございます。 

 

以上 

1月 2月 

4.5 

https://denkigas-gekihenkanwa.go.jp/

